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資 料 ３

船員法施行規則の一部改正について 

 

 

平成２３年２月 

海事局運航労務課 

 

 

１．経緯 

船員法（昭和２２年法律第１００号）第９２条においては、船員が職務上の負傷又は疾病が

治った後に障害が残った場合、船舶所有者が当該障害の程度に応じた障害手当を支払わなけれ

ばならないこととしており、これを受け、船員法施行規則（昭和２２年運輸省令第２３号）に

おいて、障害の程度の区分である障害等級を定めている。 

今般、労働者災害補償保険法施行規則（昭和２２年労働省令第１号）に基づく外貌障害に係

る障害等級の認定につき、男女に５等級の差を設けていることについて、憲法違反という判決

が下され、本判決を踏まえた労働基準法施行規則等の改正が行われた。 

このため、陸上における関係法令の改正動向を踏まえ、船員法施行規則においても所要の改

正を行うこととする。 

 

 

２．改正内容 

  船員法施行規則第７号表について以下の改正を行う。 

（１）外貌障害に係る障害等級の男女差の解消 

   現在男女別となっている外貌障害に係る障害等級の規定を改め、男性の外貌障害に係る

等級を女性の外貌障害に係る等級に合わせる。（船員法施行規則第７号表７級の項第１２

号、１２級の項第１４号及び第１５号並びに１４級の項第１０号関連） 

 

（２）外貌障害に係る障害等級の新設 

   従来は７級と評価されていた障害について、外貌障害に係る医療技術の進展に伴い、醜

状の程度を相当程度軽減することが可能となったが、障害によっては術後の醜状が術式

を行った範囲に広範に残存するものも少なくなく、現在の等級では適切に評価できない

ものもあることから、７級と１２級の間に新たに９級として規定を設ける。 

 

 

３．公布･施行 

 

  公 布：平成２３年２月２５日 

  施 行：公布の日 
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